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  当社では、関西電力㈱美浜発電所３号機の配管破損事故に鑑みて、火力発電所におけ

る類似箇所について配管肉厚の自主検査を順次実施しており、８月２８日～８月２９日に松

島火力発電所２号機、９月４日～９月５日に高砂火力発電所１号機、竹原火力発電所１号機、

９月１１日～１２日に高砂火力発電所２号機について復水系統の流量測定用オリフィス下流

配管を含む類似箇所の検査を行いました。 

 その結果、各火力発電ユニットとも復水系統の当該部（美浜３号機同等箇所）の健全性を

確認しました。 

 

 併せて、相馬共同火力発電㈱新地２号機の配管破損事故を考慮し、給水系統、ドレン系統

の類似箇所を検査したところ、高砂火力発電所１号機の A 給水ポンプ流量測定用フローノズ

ル下流部および同２号機の C 給水ポンプ流量測定用フローノズル下流部におきまして配管

肉厚の計測値が国の基準を若干下回っていることが確認されました。 

 

 万全な保安を期す観点から当該部位の配管を早期に取替えることとし、それまでの期間は

次の処置を講じております。 

○高砂火力１号機については、Ａ給水ポンプ系統全体を停止し、運転系統から除外する処

置を行いました。この処置に伴い、高砂火力１号機の給水ポンプ系統はＢ系統及びＣ系統

の２系統となりましたが、定格出力運転は可能であり、発電能力に影響はありません。 

○高砂火力２号機については、Ｃ給水ポンプ系統全体を停止しましたが、同系統は発電起

動時に必要な系統であることから、高砂火力２号機の再起動は見合わせております。 

 なお、これまでに実施した自主検査の範囲においては、これ以外の部位についての健全性

を確認しております。 

 

 今後は、これまでの自主検査結果を踏まえるとともに、本日、経済産業省へ報告した「今後

の対応策」に基づき、検査未実施部位について各ユニット毎の定期事業者検査時に配管肉

厚の非破壊検査を順次実施していきます。 
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